
   令和８年度前橋市アーバンデザインファンド事業補助金交付要項 

                     令和８年４月１日から適用 

 

取扱担当課 

 前橋市役所市街地整備課（９階） 

         電話 ０２７－８９８－６９４６（直通） 

            ０２７－２２４－１１１１ （内線３９４６） 

         電子メールアドレス shigaichi@city.maebashi.gunma.jp 

 

この補助金の交付目的、内容、交付手続等は、次のとおりです。 

交付目的 前橋市アーバンデザインで目指すまちづくりを推進するた

め、中心市街地の価値向上に寄与するまちづくり事業を行う

民間事業者に対して前橋市アーバンデザイン基金を活用した

助成を行い、地域の資金を活用した民間主体のまちづくりを

持続し発展させることを目的とします。 

 

内

容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の定義 １ 都市利便増進協定等 

都市利便増進協定（都市再生特別措置法第７４条）、都市再

生整備歩行者経路協定（都市再生特別措置法第７３条）、若し

くは低未利用土地利用促進協定（都市再生特別措置法第８０

条の３）で、市長が認定若しくは認可したものをいいます。 

２ 土地所有者等 

土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理

法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土

地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は

借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者

をいいます。 

補助対象者 

 

都市利便増進協定等に基づいて、地域の資金等を活用し区

域の価値向上等に資するまちづくり事業を施行する区域内の

土地所有者等、又は都市再生特別措置法（平成１４年法律第２

２号）第１０８条第１項の規定により前橋市から指定された

都市再生推進法人であって、それぞれ次の各号に該当する者 

(1)個人にあっては、市町村民税等必要な納税について完納

している者 

(2)法人にあっては、法人又は団体の代表者等が市町村民税

等、必要な納税について完納している者 

(3)暴力団排除に関する要件 

次に掲げる事項の全てに該当すること。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）でないこと。  

イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をい

う以下同じ。）でないこと。 

ウ 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されて

いる者でないこと。 

エ 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受け



 

 

 

 

 

ている者でないこと。 

オ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は

第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力

団員を利用するなどしている者でないこと。 

カ 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜

を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は

運営に協力し、又は関与している者でないこと。 

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれら

を不当に利用している者でないこと。 

ク 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。 

※「都市利便増進協定等に基づく事業」及び「アーバンデザイ

ン推進事業」の双方に適用する。 

交付の対象

となる事業

要件 

 

１ 交付の対象となる事業要件[共通] 

(1)施行区域 

前橋市アーバンデザインの策定区域に限ります。 

(2)申請区分の取り扱い 

ア 申請は、区分ごとに単一の申請  

イ 同一の事業(目的、実施場所、実施期間及び成果が同

一又は実質的に同一であるもの)については「都市利便

増進協定等に基づく事業」と「アーバンデザイン推進事

業」の区分間で同時申請はできない。 

(3)審査基準等 

以下の観点から、外部審査会の審査を踏まえて市長が必

要性を認めるものを事業採択し、対象事業とします。ただ

し、補助事業者が都市再生推進法人である場合は、外部審査

会の審査を省略できるものとします。 

政策適合性 前橋市アーバンデザインを理解し、アーバ

ンデザインガイドラインをはじめとするア

ーバンデザインの実現に資する取組となっ

ているか。 

公益性 地域の公共的なニーズに対応するものであ

り、広く公共の利益になり、地域内の一定の

区域の価値向上に資するものであるか。 

地域性 地域の課題や特性を踏まえた事業である

か。 

必要性 魅力的で個性豊かなまちづくりを推進する

ために必要な事業であるか。 

実現・妥当性 事業内容、スケジュール等が現実的で、事業

経費の積算が適正であり、実施体制及び関

係者との合意形成の見込みが十分なもので

あるか。 

継続・発展性 事業が継続し、活動の広がりや波及効果が

期待できるものであるか。 

２ 都市利便増進協定等に基づく事業                           

都市利便増進協定等に基づく、以下に掲げる事業及び当該

事業と関連して一体不可分なソフト事業（人件費、賃借料その

他の経常的な経費を充てて行うものを除く。）とします。 



ア まちなみや施設の整備によるまちなかの居心地の良さ

の向上に資する事業 

イ 遊休不動産を活用し、まちのにぎわいを創出する事業 

ウ その他、まちの魅力向上に資する事業 

３ アーバンデザイン推進事業 

前橋市アーバンデザインに基づくソフト事業及び小規模な

仮設・暫定整備等（人件費、賃借料その他の経常的な経費を充

てて行うものを除く。）とします。 

ア まちなかの居心地の良さの向上に資する事業 

イ まちのにぎわいを創出する事業 

ウ  その他、まちの魅力向上に資する空間活用や社会実験

の効果検証・合意形成等に係る費用 

補助対象経

費 

 

１ 補助対象経費[共通] 

(1)対象期間 

本要項に基づく事業採択承認通知後、当該事業に関する最

初の交付決定通知書の交付があった日以後に着手する、事業

の目的を達成するために直接必要な以下に掲げる経費のう

ち、最初の交付決定をした日の属する会計年度を含めて連続

する最大５年間の費用を対象とします。（ただし、年度ごとに

交付申請が必要となります。） 

なお、都市利便増進協定などの有効期間を超える期間は除

きます。 

最初の交付決定年度 最大補助対象期間 

令和８年度 令和８～令和１２年度 

(2)対象とならない経費の例 

ア 飲食代や打上げ会に要する経費 

イ 金券の購入に係る経費 

ウ 団体の事務所を維持するための経費 

エ 団体の経常的な活動に要する経費 

オ 領収書がなく、使途が不明な経費 

【注】補助対象者が課税事業者（消費税法（昭和６３年法律第

１０８号）第９条第１項の規定により消費税を納める義務

が免除されている事業者以外のもの）である場合、この補助

金に基づき実施する事業の仕入れに係る消費税等相当額

（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額の

うち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税として控除

できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消

費税率を乗じて得た金額の合計額をいいます。以下同じで

す。）は、対象外経費です。 

２ 都市利便増進協定等に基づく事業  

(1)ハード事業に係る経費 

工事請負費、建設工事負担金、修繕費等の都市利便増進協

定等に記載されたまちづくり施設等の整備費 

(2)前号の整備と一体として行われる以下に掲げるソフト

事業に係る経費(企画費、調査費、広報費、設計監理費、

什器・備品購入費) 

(3)第１号の事業により整備したまちづくり施設等を活用



したイベント活動費及び当該まちづくり施設等の維持管

理に係る費用 

３ アーバンデザイン推進事業 

(1) ソフト事業に係る経費(旅費、報償費、需用費、役務費、

委託費、使用料及び賃料、備品購入費、負担金、仮設・暫

定利用に係る軽微な整備費) 

(2) 前号の事業基づき開催したイベント活動費に係る費用 

交付対象期

間 

補助金の交付対象期間は、交付決定をした日の属する会計

年度の３月３１日までとします。 

交付金額 予算の範囲内において、補助対象経費を上限に助成します。 

交付条件 １ 補助対象者は、発注する業者の選定にあたっては、市内事

業者（前橋市内に本店を有する者）を対象としてください。 

  ただし、市内事業者では実施できないなど合理的な理由が

ある場合は、市外の事業者も対象とすることができます。 

２ 補助対象者は、補助事業の遂行に関する報告及び実地調査

に応じることを求められた場合は、これに応じなければな

りません。 

３ 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにし

た書類、帳簿等を常備し、事業終了後５年間保存し、提出を

求められた場合は、これに応じなければなりません。 

４ 補助対象者は、前橋市補助金等交付規則（平成１０年前橋

市規則第３４号）、この要項及び補助金交付決定通知書に記

載の交付条件を遵守し、事業を行わなければなりません。 

５ 補助対象者は、協定の対象となる区域での協定目的物の管

理及び活用に係る実績について、事業終了から５年を経過

する日の属する年度末又は協定の有効期間までのいずれか

短い期間、年度ごとに管理等実績報告書を提出しなければ

なりません。 

事業採択承

認申請の方

法、時期等 

補助金の交付を新たに受けようとする補助対象者は、交付

申請に先立って事業開始前に、次の書類により事業採択承認

申請をしてください。なお、押印は省略することが可能です。

また、押印を省略した場合は、電子メールによる提出も可能で

す（交付申請、実績報告、請求も同じです。）。 

１ 事業採択承認申請書兼誓約書 

２ 添付書類 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書（総額及び年度別） 

(3) 実施設計書及び図面※ 

(4) 消費税等課税区分届出書 

(5) 都市利便増進協定書等の写し※ 

(6) 都市利便増進協定等の認定通知書等の写し※ 

(7) 完納証明書（前橋市及び住所若しくは所在地について） 

(8) 補助金の概算払を必要とする理由書(概算払を必要と

する場合は、概算払を必要とする理由、時期、金額等を

具体的に記載したものを添付) 



(9) その他市長が必要と認める書類 

  （補助対象者が都市再生推進法人である場合は、都市再

生推進法人指定書の写しを提出してください） 

【注】※都市利便増進協定等に基づく事業のみ添付 

【注】収支予算書等に、市補助金の充当先と内容を明示してく

ださい。 

【注】消費税等課税区分届出書による課税事業者は、この補助

金に基づき実施する事業の仕入れに係る消費税等相当額が

ある場合は、これを減額して申請してください。ただし、申

請時において、当該補助金に基づき実施する事業の仕入れ

に係る消費税相当額が明らかでない場合は、この限りであ

りません。 

【注】押印を省略する場合は、書類の真正性を担保するため、

責任者及び担当者の氏名、連絡先（電話番号）の記入を必須

とします。 

・押印を省略した場合は、必要に応じ、電話等で確認を行う

場合があります。 

・責任者とは、代表取締役又は、支店長や営業所長等といっ

た社内等において権限の委任を受けた役職者です。 

・担当者とは、本件に関する事務を担当する者です。 

・責任者及び担当者は、同一人物でも可能です。 

採択承認通

知の時期等 

申請書類等の審査及び調査を行い、採択承認の可否を決定し、

通知します。 

 

事

業

採

択

の

手

続

き 

交付申請の

方法、時期

等 

事業採択承認通知を受けた後、初めて補助金の交付を受け

ようとする補助対象者は事業開始前に、前年度に引き続き補

助金の交付を受けようとする補助事業者は４月１０日まで

に、次の書類により申請してください。なお、事業採択承認申

請を行った時点から変更のない書類については、添付を省略

できます。 

１ 交付申請書兼誓約書 

２ 添付書類 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

(3) 実施設計書及び図面※ 

(4) 消費税等課税区分届出書 

(5) 完納証明書（前橋市及び住所若しくは所在地について） 

(6) 補助金の概算払を必要とする理由書(概算払を必要と

する場合は、概算払を必要とする理由、時期、金額等を

具体的に記載したものを添付) 

(7) その他市長が必要と認める書類 

【注】※都市利便増進協定等に基づく事業のみ添付 

【注】収支予算書等に、市補助金の充当先と内容を明示してく

ださい。 

【注】消費税等課税区分届出書による課税事業者は、この補助

金に基づき実施する事業の仕入れに係る消費税等相当額が



ある場合は、これを減額して申請してください。ただし、申

請時において、当該補助金に基づき実施する事業の仕入れ

に係る消費税相当額が明らかでない場合は、この限りであ

りません。 

【注】押印を省略する場合は、書類の真正性を担保するため、

責任者及び担当者の氏名、連絡先（電話番号）の記入を必須

とします。 

・押印を省略した場合は、必要に応じ、電話等で確認を行う

場合があります。 

・責任者とは、代表取締役又は、支店長や営業所長等といっ

た社内等において権限の委任を受けた役職者です。 

・担当者とは、本件に関する事務を担当する者です。 

・責任者及び担当者は、同一人物でも可能です。 

交付決定の

時期等 

申請書類等の審査及び調査を行い、交付の可否、金額、条件

等を決定し、通知します。 

 

交

付

申

請

の

手

続 

等 

 

請 求 の 方

法、支払時

期等 

 

１ 概算払により請求する場合 

(1) 補助金の交付申請時に、概算払を必要とする理由書を

提出してください。 

(2) 概算払請求時までに、その時期に、その金額の概算払を

必要とする理由書（収支状況書等）を提出してください。

理由書の内容を審査し、概算払をする額等を決定します。 

 (3) 実績報告書の提出後、補助金額が確定しますので、補

助金額が確定した後、補助金の未交付分があるときは、補

助金精算書兼交付請求書により請求してください。 

２ 概算払によらずに請求する場合 

(1) 実績報告書の提出後、補助金額を確定します。 

(2) 補助金額が確定した後、補助金精算書兼交付請求書に 

より請求してください。 

３ 請求後、内容を審査の上、支払います。 

対象事業が

変更、中止

又は廃止と

なった場合

の手続 

１ 補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようする場

合は、変更等の手続が必要となります。 

２ 上記の場合は、変更等を行う前に、変更等承認申請書を提

出し、承認の決定を受けなければなりません。 

変更等承認

決定の時期

等 

変更等承認申請書を受理し、承認の可否を決定後、通知しま

す。 

実績報告書

の提出 

 

 

 

 

 

 

１ 事業が完了した日若しくは事業の廃止の承認を受けた日

から起算して３０日以内又は３月３１日のいずれか早い日

までに、次の書類により報告してください。 

 (1) 実績報告書 

 (2) 添付書類 

  ア 事業報告書 

  イ 収支決算書 

  ウ 事業実施及び経費の支出を示す関係書類 



 

 

 

 

 

 

  エ その他市長が必要と認める書類 

２ 上記により提出された書類等の審査及び調査を行い、補助

金額を確定し、通知します。 

【注】収支決算書等に、市補助金の充当先と内容を明示してく

ださい。 

【注】消費税等課税区分届出書による課税事業者は、この補助

金に基づき実施する事業の仕入れに係る消費税等相当額を

減額しないで交付申請した場合において、当該事業の仕入

れに係る消費税等相当額が明らかになったときは、これを

補助金額から減額して報告してください。 

交付決定の

取消し又は

補助金の返

還 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 次の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消さ

れます。 

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定又は交付を受け 

たとき。 

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(3) この要項、交付決定の内容及びこれに付した条件に違 

反したとき。 

２ 次の場合は、指定された期限までに、補助金を返還しなけ

ればなりません。 

(1) 補助金の交付を受けた後、補助金の交付決定を取り消

された場合、その取消しに係る部分の金額 

 (2) 交付を受けた補助金額が、交付の対象となる事業及び

経費の実績額に基づき積算し、確定した金額を超える場

合、その超える部分の金額 

【注】消費税等課税区分届出書による課税事業者は、この補

助金に基づき実施する事業の仕入れに係る消費税等相当

額を減額しないで交付申請及び実績報告を行った後に、

消費税及び地方消費税の申告により当該事業の仕入れに

係る消費税等相当額が確定した場合は、消費税等仕入控

除税額報告書を速やかに提出し、対象外経費となる仕入

れに係る消費税等相当額に相当する額を返還しなければ

なりません。 

申請書等の

様式 

 

 

 

 

 

１ 事業採択承認申請書兼誓約（様式第１号） 

２ 事業採択承認通知書（様式第２号） 

３ 交付申請書兼誓約書（様式第３号） 

４ 交付決定通知書（様式第４号） 

５ 変更等承認申請書（様式第５号） 

６ 変更等承認通知書（様式第６号） 

７ 実績報告書（様式第７号） 

８ 補助金額確定通知書（様式第８号） 

９ 補助金概算払請求書（様式第９号） 

１０ 補助金精算書兼交付請求書（様式第１０号） 

１１ 消費税等課税区分届出書（様式第１１号） 

１２ 消費税等仕入控除税額報告書（様式第１２号） 

 


